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【
問
】
投
・
開
票
事
務
に

市
民
参
加
を
勧
め
る
た
め

に
、
登
録
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

を
募
集
し
て
は
ど
う
か
。

【
答
】
16
年
度
か
ら
募
集

し
、
24
名
の
登
録
者
が
あ

り
、
投
票
事
務
に
25
名
、

開
票
事
務
に
10
名
の
市
民

参
加
を
得
た
。

【
問
】
再
募
集
を
行
う
に

当
た
っ
て
は
、
労
働
条
件

と
い
い
ま
す
か
、
報
酬
が

い
く
ら
で
、
拘
束
さ
れ
る

時
間
が
何
時
間
な
の
か
を

明
示
し
て
募
集
し
て
い
た

だ
き
た
い
が
。

【
答
】
充
分
記
載
し
て
ゆ

く
方
向
で
取
り
組
む
。

【
問
】
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ

ン
グ
に
つ
い
て
は
、
雇
用

の
維
持
・
創
出
と
い
う
観

点
か
ら
、
社
会
的
関
心
が

高
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
ま
た
、
少
子
高
齢

化
の
進
展
や
勤
労
者
の
価

値
観
の
変
化
が
進
む
中
、

多
様
な
働
き
方
の
実
現
手

法
の
一
つ
と
し
て
位
置
付

け
る
動
き
も
あ
る
。
本
市

が
導
入
・
検
討
を
試
み
て

は
ど
う
か
。

【
答
】
企
業
は
有
能
な
人

材
の
確
保
や
企
業
運
営
の

効
率
性
向
上
が
図
ら
れ
る

意
義
を
持
つ
。
条
例
提
案

し
て
い
る
「
任
期
付
き
職

員
の
採
用
」
も
、
市
民
サ

ー
ビ
ス
の
向
上
と
公
務
の

能
率
責
任
を
確
保
す
る
為
、

短
時
間
勤
務
の
職
員
と
し

て
採
用
す
る
も
の
で
あ
り
、

こ
う
し
た
制
度
を
活
用
し

て
い
く
こ
と
で
雇
用
を
生

み
出
す
一
つ
の
手
法
と
し

て
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ

に
繋
げ
て
い
く
こ
と
が
で

き
れ
ば
と
考
え
ま
す
。

【
要
望
】
こ
れ
か
ら
の
企

業
は
生
産
性
を
高
め
る
と

同
時
に
社
会
に
貢
献
す
る

働
き
方
を
模
索
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
し
、
家
庭

で
の
教
育
な
ど
に
時
間
を

使
え
る
働
き
方
も
工
夫
す

べ
き
だ
と
し
て
、
「
ワ
ー

ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
、
仕

事
と
生
活
の
調
和
」
を
謳

っ
て
い
ま
す
。
本
市
職
員

の
個
々
の
生
活
か
ら
要
請

さ
れ
る
労
働
時
間
や
職
務

に
つ
い
て
柔
軟
に
自
主
的

に
労
働
時
間
を
シ
ェ
ア
で

き
る
工
夫
を
し
て
は
と
提

案
し
ま
す
。
ワ
ー
ク
シ
ェ

ア
に
よ
っ
て
、
市
民
の
雇

用
に
つ
な
が
れ
ば
、
こ
の

こ
と
も
市
民
と
の
協
働
と

し
て
や
っ
て
い
け
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
　

　

　
で
き
る
だ
け
諮
問
機
関

の
答
申
や
市
民
の
声
を
尊

重
す
る
の
は
議
員
と
し
て

当
然
で
あ
る
が
、
今
回
の

特
別
職
報
酬
等
審
議
会
答

申
は
、
報
酬
額
や
給
料
額

は
現
行
の
ま
ま
で
、
こ
れ

ま
で
市
条
例
に
基
づ
い
て

支
給
さ
れ
て
き
た
期
末
手

当
等
に
含
ま
れ
る
勤
勉
手

当
て
分
を
削
減
す
る
も
の

で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
ボ
ー

ナ
ス
と
し
て
支
給
さ
れ
て

き
た
も
の
が
、
地
方
自
治

体
の
財
政
状
況
の
逼
迫
と

政
治
家
、
議
員
、
公
務
員

に
対
す
る
官
民
格
差
の
指

摘
に
対
応
す
る
も
の
と
し

て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
身
の
丈
に
あ

っ
た
市
財
政
運
営
を
行
う

為
の
協
力
は
議
員
と
し
て

厭
わ
ず
、
こ
れ
ま
で
も
議

員
定
数
の
4
名
削
減
や
調

査
研
究
費
の
削
減
、
報
酬

の
5
％
カ
ッ
ト
を
続
け
て

い
ま
す
。
答
申
で
は
触
れ

ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
給

料
に
関
す
れ
ば
、
退
職
金

の
問
題
も
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
給
料
と
報
酬
と
い
う

区
別
に
な
っ
て
お
り
、
福

利
厚
生
が
違
い
ま
す
。
給

料
で
は
、
健
康
保
険
加
入

で
あ
り
、
退
職
金
も
あ
り

ま
す
。
報
酬
で
は
、
国
保

と
国
民
年
金
に
加
入
で
あ

り
、
健
康
診
断
も
個
人
対

応
で
、
自
営
業
の
方
と
同

じ
で
す
。
違
い
の
理
由
は
、

市
長
・
助
役
・
教
育
長
は

常
勤
で
あ
り
、
議
員
は
非

常
勤
の
特
別
職
公
務
員
と

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

し
か
し
、
地
方
自
治
法
で

は
明
確
な
規
定
は
な
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
。
私
が
思
う

の
は
、
今
ま
で
は
、
市
職

員
や
O
B
が
市
長
、
助
役

に
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た

の
で
、
職
員
時
代
の
待
遇

を
引
き
継
い
で
き
た
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

地
方
制
度
調
査
会
で
も
、

地
方
分
権
推
進
の
観
点
か

ら
、
公
選
職
（
選
挙
で
選

ば
れ
る
者
）
に
つ
い
て
は
、

年
棒
制
の
検
討
が
さ
れ
て

い
ま
す
。
今
回
の
提
案
に

対
し
て
は
、
本
市
の
財
政

の
合
理
的
な
運
用
と
い
う

指
摘
は
尊
重
し
、
10
％
カ

ッ
ト
（
＝
府
下
最
低
の

4
.
0
1
ヶ
月
に
）
の
修

正
案
を
提
案
し
ま
し
た
。

裁
決
結
果
に
も
あ
る
よ
う

に
、
多
様
な
意
見
が
あ
り
、

修
正
案
に
賛
成
は
フ
ロ
ン

テ
イ
ア
狭
山
（
上
田
・
西

野
・
古
川
）
、
新
政
さ
や

ま
（
一
村
・
井
上
・
原
口
）
、

市
民
ク
ラ
ブ
（
田
中
）
の

7
名
、
原
案
に
賛
成
は
共

産
党
（
北
村
・
薦
田
・
松

尾
）
、
政
友
会
（
諏
訪
・

西
尾
・
三
宅
・
山
本
）
の

7
名
、
公
明
党
（
片
岡
・

加
藤
・
冨
永
）
は
継
続
審

議
を
主
張
し
、
い
ず
れ
も

8
名
の
過
半
数
議
決
に
至

ら
ず
、
廃
案
に
な
り
ま
し

た
。
こ
の
問
題
は
4
月
に

新
し
く
改
選
さ
れ
る
議
会

の
課
題
と
な
り
ま
す
。

　
私
は
、
議
会
と
し
て
成

案
で
き
る
た
め
に
頑
張
り

た
い
。
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狭
山
市
議
会
は
12
月
22
日
、
市

長
な
ど
の
特
別
職
と
市
議
の
期

末
手
当
を
現
行
の
年
4･

45
か

月
か
ら
3･

35
に
削
減
す
る
市

長
提
案
を
審
議
し
た
が
、
過
半

数
の
賛
成
が
な
く
廃
案
に
し
た
。

一
部
の
職
員
が
出
し
た
4･

01

か
月
と
す
る
修
正
案
も
成
立
し

な
か
っ
た
。

　
市
長
案
に
賛
成
し
た
の
は
政

友
会
と
共
産
党
の
計
7
人
。「
削

減
幅
が
大
き
す
ぎ
る
。
」
と
修
正

案
を
出
し
て
反
対
し
た
の
は
フ

ロ
ン
テ
ィ
ア
狭
山
と
新
政
さ
や

ま
、
市
民
ク
ラ
ブ
の
7
人
。
公
明

党
2
人
は
「
じ
っ
く
り
検
討
」
を

主
張
し
賛
成
し
な
か
っ
た
。

　
吉
田
友
好
市
長
は
昨
年
8
月

特
別
職
報
酬
等
審
議
会
に
「
現

在
の
給
料
や
期
末
手
当
な
ど
は

適
正
な
水
準
か
」
と
意
見
を
求

め
て
い
た
。
大
学
教
授
や
市
民

団
体
代
表
、
公
募
し
た
市
民
な

ど
7
人
で
構
成
す
る
審
議
会
は

「
期
末
手
当
は
他
の
3･

35
か
月

に
減
額
が
妥
当
」
と
答
申
し
た
。

　
狭
山
市
の
期
末
手
当
は
他
の

市
町
村
と
ほ
ぼ
同
水
準
。
給
料

は
5
年
前
か
ら
特
別
職
が
10
％
、

市
議
は
5
％
減
額
。

　
1･

25
　
金
剛
さ
や
ま
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

議
員
ら
の
ボ
ー
ナ
ス
削
減

 

　
市
長
提
案
を
秘
訣

狭山市議会


